
（様式－１）                                            （平成２７年４月１日作成・令和６年１月更新） 
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《事務処理フロー図》          《事務処理フロー図の説明》 

        標準処理期間 計  ２ 日 

 申 

     

 請   ○       ○                    ○ 

  

 者  

       

                      

                      

 都                            

 税                       

 事    （即時） 

 務                            

 所                                   

 ・           

          ○                     ○ 

 支                   

庁  

   (注) ポータルセンタは、各地方公共団体が共同で運営するシステム上の 

総合窓口のことをいいます。 
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項番 項 目 説 明 

 

１ 

 

 

審査 

電子データで配信された利用届出と電子証

明書の内容について審査します。 

 

２ 

 

 

登録 

都税事務所長等が電子申告システムに「審査

済」の登録をします。 

 

３ 

 

 

通知 

受付手続が完了したら、審査完了を電子デー

タにより通知します。 
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事務名 電子申告等の利用の届出 作成部署 主税局税制部システム管理課システム企画班 電話 5388-2939 


